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子之神橋の勾配に関する陳情
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１ 陳情の要旨

陳情第５号 子之神橋の勾配に関する陳情

２ 位置図

菅北浦５丁目５番１号の子之神橋が新設されましたが、バリアフリー法に
違反する勾配になっているので、早急に修正してほしい。

３ 経緯

昭和３４年 ３月 「子之神橋」（旧橋）完成

平成２５年１１月 地元町内会から「子之神橋幅員に関する陳情」（宛先 川崎市長）

を受領

〔陳情の要旨〕・歩行者の安全確保

・車両交通の円滑化

平成２９年 ３月 「子之神橋橋梁整備（架替）工事」着手

〔主な工種〕プレキャストボックス工、護岸工ほか

平成３０年 ２月 「子之神橋橋梁整備（舗装）工事」着手

〔主な工種〕舗装工、側溝工ほか

平成３０年 ３月 「子之神橋橋梁整備（架替）工事」完成

平成３０年 ６月 「子之神橋橋梁整備（舗装）工事」完成

「子之神橋完成記念式典」（主催 地元町内会）開催

４ 工事の概要
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下流側から撮影 下流側から撮影

工事前は、橋の位置が低く、河川の流れを妨げる恐れがある状態。
子之神橋の架け替えにあたっては、「河川管理施設等構造令」に
基づき、河川の「流下断面」＋「余裕高」を確保できる高さまで
橋を嵩上げ。
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縦断図（川崎市道菅北浦５１号線）

地点Ａ地点Ｂ地点Ｃ地点Ｆ 地点Ｄ地点Ｅ

至 子之神社 至 主要地方道川崎府中

区間 区間全体の勾配 区間の最急勾配

地点Ａから地点Ｃ ７.２％ １１.０％

地点Ｅから地点Ｃ ２.０％ ３.５％

地点Ｇから地点Ｂ ０.９％ ５.０％

地点Ｈから地点Ｄ ３.２％ ７.５％

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
（バリアフリー法）に基づく規定の概要

歩道等の縦断勾配
５％以下、やむを得ない場合 ８％以下
・特定道路 【義務】
・特定道路以外の道路【努力義務】《今回の陳情箇所》

道路法に基づく規定の概要
車道の縦断勾配（設計速度 ２０ｋｍ／ｈ）

９％以下、やむを得ない場合 １１％以下【義務】

５ 現地の状況

陳情第５号 子之神橋の勾配に関する陳情
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至 子之神社

至 主要地方道川崎府中至 小沢城址緑地
Ｎ

地点Ｃ

地点Ｅ

至 東菅小学校

「道路等」の嵩上げ範囲

「道路に隣接する土地」の嵩上げ範囲
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